
 

 

 

保育料表（地域型保育事業） 

 

 
 

※ 上記の表について、４月から８月までは「当年度の区市町村民税」を「前年度の区市町村民税」と読み替えます。  

※ 保育料は、４月１日時点でのクラス年齢により決定されます。 

 ※ 保護者と生計を一にするお子様（小学生以上を含む）を対象に、年齢の高い順から数えて２番目以降の児童

は保育料がかかりません。 

 ☆ 施設によっては、保育料とは別に、帽子等の費用がかかる場合があります。 

  ☆ 家庭的保育事業（保育ママ）については基本保育時間が８時間のため、８時間を超えた場合は延長保育料が

かかります。 

 ☆ 延長保育料については、無償化の対象とはなりません。詳細については各事業者にご確認ください。

標準 短 標準 短 標準 短 短 標準 短 標準 短

A
生活保護法による
被保護世帯（単給を含む）等

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B
当年度
区市町村民税 非課税

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｃ 均等割のみ課税 1,900 1,800 1,900 1,800 1,900 1,800 1,800 1,700 1,500 0 0

Ｄ１ 所得割額　 　　　5,000円未満 2,400 2,300 2,400 2,300 2,400 2,300 2,300 1,700 1,500 0 0

Ｄ２ 　　　　〃　　　　　10,000円未満 3,100 3,000 3,100 3,000 3,100 3,000 3,000 1,700 1,500 0 0

Ｄ３ 　　　　〃　　　　　35,000円未満 7,000 6,800 7,000 6,800 7,000 6,800 6,800 2,000 1,800 0 0

Ｄ４ 　　　　〃　　　　　60,000円未満 8,800 8,600 8,800 8,600 8,800 8,600 8,600 2,200 2,000 0 0

Ｄ５ 　　　　〃　　　　　85,000円未満 10,100 9,900 10,100 9,900 10,100 9,900 9,900 3,500 3,300 0 0

Ｄ６ 　　　　〃　　　　110,000円未満 16,500 16,200 16,500 16,200 16,500 16,200 16,200 9,900 9,600 0 0

Ｄ７ 　　　　〃　　　　135,000円未満 20,600 20,200 20,600 20,200 20,600 20,200 20,200 14,000 13,600 0 0

Ｄ８ 　　　　〃　　　　160,000円未満 23,300 22,900 23,300 22,900 23,300 22,900 22,900 16,700 16,300 0 0

Ｄ９ 　　　　〃　　　　185,000円未満 25,700 25,200 25,700 25,200 25,700 25,200 25,200 19,100 18,600 0 0

Ｄ10　　　　〃　　　　210,000円未満 27,800 27,300 27,800 27,300 27,800 27,300 27,300 21,200 20,700 0 0

Ｄ11　　　　〃　　　　235,000円未満 30,200 29,600 30,200 29,600 30,200 29,600 29,600 23,600 23,000 0 0

Ｄ12　　　　〃　　　　260,000円未満 32,200 31,600 32,200 31,600 32,200 31,600 31,600 25,600 25,000 0 0

Ｄ13　　　　〃　　　　275,000円未満 35,000 34,400 35,000 34,400 35,000 34,400 34,400 28,400 27,800 0 0

Ｄ14　　　　〃　　　　290,000円未満 37,000 36,300 37,000 36,300 36,900 36,200 36,200 30,400 29,700 0 0

Ｄ15　　　　〃　　　　305,000円未満 39,300 38,600 39,300 38,600 37,200 36,500 36,500 32,700 32,000 0 0

Ｄ16　　　　〃　　　　320,000円未満 41,400 40,600 41,400 40,600 37,500 36,800 36,800 34,800 34,000 0 0

Ｄ17　　　　〃　　　　335,000円未満 43,500 42,700 43,500 42,700 37,900 37,200 37,200 36,900 36,100 0 0

Ｄ18　　　　〃　　　　350,000円未満 45,400 44,600 45,400 44,600 38,200 37,500 37,500 38,800 38,000 0 0

Ｄ19　　　　〃　　　　365,000円未満 47,600 46,700 47,600 46,700 38,300 37,600 37,600 41,000 40,100 0 0

Ｄ20　　　　〃　　　　380,000円未満 51,600 50,700 51,600 50,700 38,400 37,700 37,700 45,000 44,100 0 0

Ｄ21　　　　〃　　　　395,000円未満 58,100 57,100 53,200 52,200 38,500 37,800 37,800 51,500 50,500 0 0

Ｄ22　　　　〃　　　　410,000円未満 63,900 62,800 53,300 52,300 38,600 37,900 37,900 57,300 56,200 0 0

Ｄ23　　　　〃　　　　425,000円未満 68,400 67,200 53,400 52,400 38,700 38,000 38,000 61,800 60,600 0 0

Ｄ24　　　　〃　　　　500,000円未満 69,000 67,800 53,700 52,700 38,800 38,100 38,100 62,400 61,200 0 0

Ｄ25　　　　〃　　　　600,000円未満 69,500 68,300 54,100 53,100 39,100 38,400 38,400 62,900 61,700 0 0

Ｄ26　　　　〃　　　　700,000円未満 70,100 68,900 54,600 53,600 39,400 38,700 38,700 63,500 62,300 0 0

Ｄ27　　　　〃　　　　800,000円未満 70,700 69,400 55,000 54,000 39,800 39,100 39,100 64,100 62,800 0 0

Ｄ28　　　　〃　　　　900,000円未満 71,300 70,000 55,500 54,500 40,100 39,400 39,400 64,700 63,400 0 0

Ｄ29　　　　〃　　　1,000,000円未満 71,900 70,600 55,900 54,900 40,500 39,800 39,800 65,300 64,000 0 0

Ｄ30　　　　〃　　　1,000,000円以上 72,500 71,200 56,400 55,400 40,800 40,100 40,100 65,900 64,600 0 0

※　上記の表について、４月から８月までは「当年度の区市町村民税」を「前年度の区市町村民税」と読み替えます。

※　第２子の額は、第１子の額の半額です。第２子とは、同一世帯の小学校就学前の範囲内で保育所、地域型保育事業（Ｐ.１

【認定の申請について】の「利用できる施設・事業」）、幼稚園等を同時に利用する子どものうち、年齢順に２番目の子ど

　ものことです。３番目以降の子どもの保育料は無料となります。　

☆　施設によっては、保育料とは別に、帽子等の費用がかかる場合があります。

☆　家庭的保育事業（保育ママ）については、基本保育時間が８時間のため、８時間を超えた場合に延長料保育料がかかります。

☆　延長保育についてはＰ.21をご参照のうえ、詳細は各事業者にご確認ください。

≪第１子適用額
（３歳児）≫

≪第１子適用額（３歳未満児）≫

保育料表（月額、円）
※　第１子に適用する基準額

（３歳児クラス以上）

小規模保育事業A型

居宅訪問型保育事業

定義 居宅訪問型

保育事業

階
層
区

分
小規模保育事業Ｂ型

事業所内保育事業

小規模保育事業A型

保育料表（月額、円）
※　第１子に適用する基準額（０～２歳児クラス）

小規模保育事業C型
家庭的

保育事業


